
高崎市医療用ウィッグ等 

購入費補助事業のご案内 
 

 

 高崎市では、がん治療等に伴う経済的負担を軽減するとともに療養生活の質の向上や就労な

どの社会生活を支援するため、医療用ウィッグや胸部補整下着等の購入費用の一部を補助して

います。 

 

補助の対象となる人 

 補助の対象となる人は、次の項目すべてに該当する人です。 

・申請時点で本市に住民登録している人 

・がん治療等に伴う脱毛や手術などにより、外見の変化に対する補整具が必要な人 

 

補助の対象 

補助の対象となるのは、補整具を購入した日の翌日から起算して 1 年以内のものです。 

・ウィッグ（かつら） 

・胸部補整具（ノンワイヤーソフトブラ、パットなど）   

・エピテーゼ（人工乳房、顔面の補綴など）等 

 

補助金額と内容 

・１回の申請は３０，０００円まで（１人最大６０，０００円までの補助） 

( ただし、購入費用額が３０，０００円未満の場合は、実際に購入した金額を補助します。) 

・補助対象者１人につき２回まで申請できます。補整具の種類は問いません。 

 

 

 



申請方法    

申請に必要な書類 

（１）高崎市医療用ウィッグ等購入費補助金交付申請書 

（下記の申込先窓口やがん拠点病院等のがん相談支援センターに設置しています。

また、高崎市ホームページからもダウンロードできます。） 

（２）治療方針計画書、診療明細書、お薬手帳などの写し 

・ウィッグ：抗がん剤など脱毛の副作用のある薬剤名がわかる書類 

・胸部補整下着：手術の内容(乳房切除術や乳房温存術等)がわかる書類 

（３）購入した補整具の購入日、補整具名、購入額などがわかる書類（領収書等原本） 

（４）対象者（申請者）の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険

証などの写し） 

※健康保険証の場合は、被保険者番号と保険者番号を付箋等で見えないようにし

てからコピーをしたものを添付してください。 

  （５）振り込み先口座が確認できる書類（通帳の写し） 

  （６）請求書 

（下記の申込先窓口やがん拠点病院等のがん相談支援センターに設置しています。

また、高崎市ホームページからもダウンロードできます。） 

 

申請期限 

   補助の対象品を購入後、領収書発行日の翌日から起算し、1年以内に申請してください。               

 

申込先 

申請に必要な書類をそろえて、高崎市保健所健康課健康づくり担当 

または各保健センターへ（郵送可） 

                     

  

 

 

お問い合わせ先 

           〒370-0829 高崎市高松町 5 番地 28 

高崎市保健所 健康課 健康づくり担当 

            ℡027-381-6114 


